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可能性の
度合

リスク評
価 優先度

・作業打合わせ(KY活動) ・作業安全品質作業指示書による
・作業人員の確認
・使用車両、使用器械の点検、確認 ・運行前点検・日常点検の実施
・交通規制及び保安業務の確認

・一宮道路管制センターへ携帯電話にて規制開始の連絡 ・規制整理番号の確認
・使用車両の速度及び車間距離 ・法定速度を守り、安全な車間距離を確保する

・ポットホール補修 ・通行車両に注意し、作業を行う（施工が困難な箇所について ・本線横断時に作業員が一般 5 1 6 Ⅲ ・保安員を付け、誘導に従う
は、管制に連絡し、指示を受ける） 車にはねられる ・シラスンダーの使用

・路肩部への車両の出入りは十分後方を確認する。 ・車両の出入り時に一般車と 3 3 6 Ⅲ ・回転灯、ハザードランプの
接触事故を起こす。 　タイミング良い点灯

【本線上】 ・後方標識車と連携し本線に出る
・落下物回収 ・通行車に注意し、落下物を回収する。 ・一般車に追突されケガをする 5 1 6 Ⅲ ・標識車を、注意喚起および作

・回収後、道路管制センターへ連絡する。 　業車の防護として使用
【路肩内】
・長尺物の場合は通行車線にはみ出ないように注意する ・一般車と回収物が接触する 4 1 5 Ⅲ ・回収物がはみ出ないように積み込む

・倒木、支障草木等の伐採処理 ・作業手順書による ・トンネル内や日没時は作業員 5 1 6 Ⅲ ・トンネル内作業は自発光
　の存在が見にくく、はねられる 　チョッキを着用

・清掃作業(排水溝、ＤＩＬ、路面等) ・作業手順書による

・除草剤等の散布作業 ・作業手順書による ・斜面や擁壁天端より滑落し 4 1 5 Ⅲ ・足元の確認
ケガをする。 ・安全な通路を選択し昇り降り

・視線誘導標等の補修 ・作業手順書による する

・その他等の補修 ・作業手順書による

・一宮道路管制センターへ携帯電話にて規制終了の連絡
・使用した機械・器具の点検・整備・清掃 ・破損がないか、チェックする。
・空容器と残った薬剤の返納・整理
・使用車両の整理整頓

・終礼の実施

注意事項 ・規制は「路肩移動規制」に準ずる
・矢印板、ラバコン設置は作業員が行う
・通行車に注意し、作業を行う
・基本、後進はしない。やむおえず車両後退する時は保安員の誘導にて行う
・標識車の表示変更時は、必ず表示内容を目視確認する
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安全向上補修隊　作業手順


